
質問書回答 

2016年 12月 19日 

「（案件名：チリ国固形廃棄物管理近代化にかかる情報収集・確認調査（一般競争入札（総合評価落札方式））」 

 （案件番号：160945 公示日：2016年 12月 7日）について、質問の回答は以下のとおりです。 

 

通

番 
当該頁項目 質問 回答 

1 20 ページ「評価に際しての

類似業務／対象国／語学

力」 

評価対象者の語学力の項目に「英語／西語」と書かれてい

ますが、評価対象となるのは英語あるいは西語のいずれか

の言語であるとの理解でよろしいでしょうか。 

英語と西語のいずれか高いほうの点数を評価します。 

2 20 ページ「社としての類似

業務経験」 

「社としての類似業務経験」が極めて限定的な内容になって

いるように思われますが、ここに記載のある経験に類似す

る或いは適用可能な経験・実績があれば同等に評価される

と理解してよろしいでしょうか。 

ご理解の通りです。 

3  14ページ ４．調査の内容 【調査の対象となる廃棄物の範囲】 

 

JICA課題別指針・廃棄物管理（平成 21年） 

http://gwweb.jica.go.jp/km/FSubject1801.nsf/ff4eb18272

0efa0f49256bc20018fd25/d897db8506a6bb2b492579d

4002b7a53/$FILE/課題別指針「廃棄物管理」(H21).pdf 

の５ページに記載されている「（２）産業廃棄物」のみが対象

ですか。 

  

産業廃棄物のみが対象である場合、今回の調査では産業

廃棄物のうち固形廃棄物のみが対象ですか？ 

日本では、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で下記

のように分類されています。 

産業廃棄物の定義はチリにおける産業廃棄物の

定義に合わせています。 

調査対象として、「廃棄物の処理及び清掃に関す

る法律」における産業廃棄物(固形)に加えて、特定

管理産業廃棄物、医療系廃棄物（感染性を除く）、

下水汚泥、廃タイヤも含みます。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

http://www.jwnet.or.jp/waste/knowledge/bunrui.html 

この分類における産業廃棄物のうち固形廃棄物のみを対

象とするとの理解で良いですか。 

 

上記①の JICA 分類の有害廃棄物は調査の範囲から除外

して考えてよいですか。 

医療系廃棄物（感染性を除く）、下水汚泥、廃タイヤなどは、

JICA 分類の都市廃棄物に分類されるので、除外するとの

理解でよいですか。 

 

つまり、今回の調査対象は、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」における「特定管理産業廃棄物」を除く20種類の

うち、「廃油」、「廃酸」、「廃アルカリ」を除く、17種類という理

解で良いですか。 

 

4  14ページ ４．調査の内容 【想定している事業の有無】 

本調査において、現段階で想定している特定の技術や事業

はありますか。それとも入札説明書に記載の範囲で情報を

広く調査し、廃棄物の近代化に関する提案を行うという主旨

で良いでしょうか。 

情報を広く調査し、廃棄物の近代化に関する提

案を行うという趣旨です。 

5 5.競争参加資格 

（１）平成２５・２６・２７年度全

省庁統一資格を要する者。 

全省庁統一資格の年度を確認願います。 

 

「平成 28,29,30 年度全省庁統一資格を要する者」

に修正します。 

6 第 2 仕様書 別紙 報告書

目次案 

目次項目には産業廃棄物管理に関する内容のみ記載され

ているが、一般廃棄物処理を調査提案対象から完全に除

外しても差し支えないか。 

一般廃棄物処理は対象としません。 



通

番 
当該頁項目 質問 回答 

P

20 

第 3 技術提案書作成要領 

２．技術提案書作成に係る

要件・留意事項 

(3)評価に際しての類似業務

／対象国／語学力 

1) 社としての類似業務経験が「廃棄物管理を主とする

JCM にかかる各種業務」となっているが、2) 評価対象者

（総括／廃棄物管理計画）の類似業務として、廃棄管理計

画にかかる各種業務と記載されている。総括についても、

JCM にかかる業務経験を類似業務経験に含めても差し支

えないか。 

差し支えありません。 

以上 


